
資料２【基本目標２】基本施策８

調布市民健康づくりプラン・調布市食育推進基本計画関連事業シート 

年
代

事業
No

担当課名 事業名 事業概要 対象者
開催

頻度

１．運

動やス

ポーツ

を通じ

た健康

づくり

２．休

養・こ

ころの

健康づ

くり

３．た

ばこ・

アル

コール

対策の

推進

４．歯

と口腔

の健康

づくり

の推進

５．主

体的な

健康管

理の実

践

６．総

合的な

がん対

策の推

進

７．望

まない

受動喫

煙防止

にむけ

た環境

づくり

８．生

活習慣

病予防

と重症

化予防

対策の

環境づ

くり

９．市

民・地

域・企

業関係

機関な

どとの

連携・

協働に

よる健

康づく

り

10．食

への意

識や関

心を高

め，理

解を深

める

11．健

康的な

食生活

の実践

12．食

を通じ

た地域

とのつ

ながり

学
齢
期

44 学務課
小児生活習慣病

予防健康診断

自身の健康状態を知り，将来の生活習

慣病予防のため，肥満度・血液検査・

血圧測定を行う。

原則，小学４年生・中学１

年生

随時（原

則，９月末

まで）

〇 ◎

従来どおり，小学４年生及び中学１年生

に対して，腹囲・肥満度測定の結果，基

準値超の児童・生徒を対象に医療機関の

受診を促す。また，令和５年度から，従

来の対象者に追加して，学年を問わず定

期健康診断（内科）の結果にて「肥満傾

向」と判定された児童・生徒を対象に医

療機関の受診を促す予定。

学
齢
期

45 学務課

小児生活習慣病

予防健康診断

「健康相談」

健康診断の結果にもとづき，子どもた

ちの現在の健康状態を検査し，医療・

運動・保健・栄養の各方面から，望ま

しい生活習慣について考える場を提供

する。

健康診断の結果，「健康相

談が必要」と判定された児

童生徒

随時 〇 ◎ 　 〇

従来どおり，医療機関を受診し，「保健

指導が必要」と判定された児童・生徒の

うち，希望者に対して，在籍校の養護教

諭及び栄養士による保健指導（健康・栄

養相談）を行う。運動指導については，

実施方法を医師・養護教諭・栄養士と相

談しながら検討していく。

成
人
期

56 健康推進課 健康増進健診
特定健診を受ける機会のない市民に実

施する健診。

市民のうち35歳と40歳以

上の無保険者
通年 〇 〇 〇 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 これまで通り，実施を継続する。

成
人
期

61 健康推進課
今から始める健康づく

りシリーズ（成人編）

健診結果の活用方法，食事内容，お口

の健康，体操やストレッチなど，各回

のテーマに沿って健康教育を実施。

第1回～第3回：35～64歳

市民

第4回：35～74歳市民

年4回 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇

継続実施。

テーマや啓発方法について検討してい

く。

成
人
期

64 保険年金課 特定健診

生活習慣病及びその前段階であるメタ

ボリックシンドローム※の早期発見のた

めの健康診断。

国民健康保険に加入してい

る40～74歳の方

５月～翌年

２月（誕生

月別に４か

月の受診期

間を設定）

〇 ◎ 〇

・次期特定健診等実施計画及びデータヘ

ルス計画（令和6年度から）に基づき，目

標値を達成できるよう，現行計画による

事業を継続して確実に実施していく。

集団検診について，電子申

請で申込の受付を行ってい

る。

成
人
期

65 保険年金課 特定保健指導

保健師や管理栄養士が，生活習慣改善

を3か月間サポートし，メタボリックシ

ンドローム※の改善及び生活習慣病の予

防を図る。

特定健診の結果からメタボ

リックシンドロームのリス

クがあると判定され，一定

の基準を満たした国民健康

保険に加入している方

通年（特定

健診から約

２か月後に

案内を送

付）

〇 〇 ◎ 〇

・次期特定健診等実施計画及びデータヘ

ルス計画（令和6年度から）に基づき，目

標値を達成できるよう，現行計画による

事業を継続して確実に実施していく。

ICTを活用し，リモートで面

談を実施できるよう取組を

行っている。

調布市健康づくりプラン関連事業 基本施策

今後（令和６年度以降）の実施計画 備考 優先順位
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資料２【基本目標２】基本施策８

調布市民健康づくりプラン・調布市食育推進基本計画関連事業シート 

年
代

事業
No

担当課名 事業名 事業概要 対象者
開催

頻度

１．運

動やス

ポーツ

を通じ

た健康

づくり

２．休

養・こ

ころの

健康づ

くり

３．た

ばこ・

アル

コール

対策の

推進

４．歯

と口腔

の健康

づくり

の推進

５．主

体的な

健康管

理の実

践

６．総

合的な

がん対

策の推

進

７．望

まない

受動喫

煙防止

にむけ

た環境

づくり

８．生

活習慣

病予防

と重症

化予防

対策の

環境づ

くり

９．市

民・地

域・企

業関係

機関な

どとの

連携・

協働に

よる健

康づく

り

10．食

への意

識や関

心を高

め，理

解を深

める

11．健

康的な

食生活

の実践

12．食

を通じ

た地域

とのつ

ながり

調布市健康づくりプラン関連事業 基本施策

今後（令和６年度以降）の実施計画 備考 優先順位

成
人
期

66 保険年金課
糖尿病重症化

予防事業

看護職がかかりつけ医と連携し，生活

習慣改善を６か月間サポートし，１年

後にフォローを行う。併せて，歯周病

の予防啓発を行う。

【糖尿病重症化予防】

特定健診の結果から人工透

析への移行リスクが高いと

判定され，市内医療機関に

通院中の国民健康保険に加

入している方

【歯周病予防啓発】

糖尿病治療中で1年間歯科

受診が確認できない国民健

康保険に加入している方

7月：対象

者に通知，

募集

9月～翌年2

月：面接，

指導

〇 ◎ 〇

・次期特定健診等実施計画及びデータヘ

ルス計画（令和6年度から）に基づき，目

標値を達成できるよう，現行計画による

事業を継続して確実に実施していく。

ICTを活用し，リモートで面

談を実施できるよう取組を

行っている。

成
人
期

67 保険年金課 受療勧奨通知事業

健診結果をグラフなどで見える化し，

生活習慣病についての受療勧奨通知を

送付。検査結果が著しく悪い方には，

併せて看護職が電話勧奨を行う。ま

た，慢性腎臓病（ＣＫＤ）の疑いのあ

る方に対しても受療勧奨通知を送付す

る。

特定健診の結果のうち生活

習慣病に関する項目が「要

医療」 と判定され，受診

が確認できない国民健康保

険に加入している方

年2回（生

活習慣業に

関する対象

者）

年4回

（CKDの疑

いがある

〇 ◎ 〇

・次期特定健診等実施計画及びデータヘ

ルス計画（令和6年度から）に基づき，目

標値を達成できるよう，現行計画による

事業を継続して確実に実施していく。

高
齢
期

92 健康推進課
65・70歳の骨粗しょ

う症検診

骨密度を測定し，骨粗しょう症予防の

ための知識を習得し，生活習慣病改善

の行動変容を促す。

65・70歳の女性市民 年4回 〇 〇 〇 〇 ◎ 〇 〇

年間開催回数を４回で実施予定。

コロナ禍で個別化していた結果返却や栄

養指導を集団に戻すことも検討。

超音波の検査にして，受講者数を増やし

てはどうかとの意見あり（検討課題）。

成
人
期

175 健康推進課
健康増進健診受診者保

健指導

保健師や管理栄養士が，生活習慣改善

を3か月間サポートし，メタボリックシ

ンドローム※の改善及び生活習慣病の予

防を図る。

健康増進健診の結果からメ

タボリックシンドロームの

リスクがあると判定され，

一定の基準を満たした方。

通年（特定

健診から約

２か月後に

案内を送

付）

〇 〇 ◎ 〇

・第４次特定健康診査等実施の手引きに

準じて実施する。
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資料２【基本目標２】基本施策８

調布市民健康づくりプラン・調布市食育推進基本計画関連事業シート 

年
代

事業
No

担当課名 事業名 事業概要 対象者
開催

頻度

１．運

動やス

ポーツ

を通じ

た健康

づくり

２．休

養・こ

ころの

健康づ

くり

３．た

ばこ・

アル

コール

対策の

推進

４．歯

と口腔

の健康

づくり

の推進

５．主

体的な

健康管

理の実

践

６．総

合的な

がん対

策の推

進

７．望

まない

受動喫

煙防止

にむけ

た環境

づくり

８．生

活習慣

病予防

と重症

化予防

対策の

環境づ

くり

９．市

民・地

域・企

業関係

機関な

どとの

連携・

協働に

よる健

康づく

り

10．食

への意

識や関

心を高

め，理

解を深

める

11．健

康的な

食生活

の実践

12．食

を通じ

た地域

とのつ

ながり

調布市健康づくりプラン関連事業 基本施策

今後（令和６年度以降）の実施計画 備考 優先順位

乳
幼
児
期

1 健康推進課 ゆりかご調布

妊娠中から出産・子育ての情報を提供

し，安心して出産を迎え，子育てでき

るよう，妊娠届出時と同時，または妊

娠中に保健師等の専門職と面接し，出

産・子育てに関する相談・情報提供を

行う。

妊婦 随時 〇 〇 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 事業の継続

乳
幼
児
期

2 健康推進課
もうすぐママパパ教室

（平日2回コース）

地域毎にグループを構成し，妊娠中か

ら仲間づくりを支援するとともに，妊

娠前後の健康や子育てに関する健康教

育・体験学習を行う。また，出産に向

けての心と体の準備や出産後の赤ちゃ

んとのふれあい方，子ども家庭支援セ

ンター見学，市の子育てサービス等に

ついても学ぶ。

妊婦及びパートナー 月１回 〇 〇 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 〇

令和5年度より3回コースを2回コースに変

更

事業の継続

No２，３を１つにまとめて

No176に統合

乳
幼
児
期

3 健康推進課
もうすぐママパパ教室

（土曜日１回コース）

妊娠前後の健康や子育てに関する健康

教育・体験学習を行う。また，出産に

向けての心と体の準備や出産後の赤

ちゃんとのふれあい方，市の子育て

サービス等について学ぶ。

妊婦及びパートナー 月１回 〇 〇 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 事業の継続
No２，３を１つにまとめて

No176に統合

乳
幼
児
期

6 健康推進課
こんにちは

赤ちゃん訪問

助産師，保健師，看護師等が対象家庭

を訪問し，各自の生活に沿った出産，

育児を支援する事業。

生後４か月までの乳児のい

るすべての家庭
随時 〇 〇 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 事業の継続
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資料２【基本目標２】基本施策８

調布市民健康づくりプラン・調布市食育推進基本計画関連事業シート 

年
代

事業
No

担当課名 事業名 事業概要 対象者
開催

頻度

１．運

動やス

ポーツ

を通じ

た健康

づくり

２．休

養・こ

ころの

健康づ

くり

３．た

ばこ・

アル

コール

対策の

推進

４．歯

と口腔

の健康

づくり

の推進

５．主

体的な

健康管

理の実

践

６．総

合的な

がん対

策の推

進

７．望

まない

受動喫

煙防止

にむけ

た環境

づくり

８．生

活習慣

病予防

と重症

化予防

対策の

環境づ

くり

９．市

民・地

域・企

業関係

機関な

どとの

連携・

協働に

よる健

康づく

り

10．食

への意

識や関

心を高

め，理

解を深

める

11．健

康的な

食生活

の実践

12．食

を通じ

た地域

とのつ

ながり

調布市健康づくりプラン関連事業 基本施策

今後（令和６年度以降）の実施計画 備考 優先順位

乳
幼
児
期

7 健康推進課

乳幼児健康診査（集

団・個別・発達・経過

観察）

各健診では成長発達の確認および疾患

の早期発見。

経過観察・発達健診では個別に成長発

達について継続確認を実施。

３～４か月児健診：満3か

月以上6か月未満の市民

6～７か月児健診：満6か

月以上8か月未満の市民

９～１０か月児健診：満9

か月以上11か月未満の市

民

1歳6か月児健診：満1歳6

か月以上2歳未満の市民

3歳児健診：満３歳以上4

歳未満の市民

発達健診・経過観察健診：

一般健康診査，関係機関，

保健師活動等で受診が必要

と認められた乳幼児

集団・個

別：通年

経過観察健

診・発達健

診：月１回

〇 〇 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

保護者が健診をきっかけに子どもの成長

を確認し，必要な相談ができるよう検討

を続ける。

乳
幼
児
期

11 健康推進課
７～９か月児のもぐも

ぐ離乳食講座

乳幼児の発達や子育てに関する考え

方・知識を伝え，子どもと向きあう楽

しさを学ぶ事業。

７～９か月の乳児とその保

護者
月１回 〇 〇 〇 〇 ◎ 〇 〇

こあらクラスは，事業名を「7～9か月児

のもぐもぐ離乳食講座」に変更して実

施。対象月齢や内容は随時検討してい

く。

乳
幼
児
期

17 健康推進課
こども歯科相談室

(各歯科教室）

対象月齢ごとに教室を分け，むし歯予

防等お口の健康つくりについての健康

教育，歯科健診，歯みがき練習を実施

1歳から就学前の6歳とそ

の保護者
年間７８回 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 〇

コロナ以前に行っていた内容の実施方法

を検討する。また，利用しやすいような

運営に努める。
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資料２【基本目標２】基本施策８

調布市民健康づくりプラン・調布市食育推進基本計画関連事業シート 

年
代

事業
No

担当課名 事業名 事業概要 対象者
開催

頻度

１．運

動やス

ポーツ

を通じ

た健康

づくり

２．休

養・こ

ころの

健康づ

くり

３．た

ばこ・

アル

コール

対策の

推進

４．歯

と口腔

の健康

づくり

の推進

５．主

体的な

健康管

理の実

践

６．総

合的な

がん対

策の推

進

７．望

まない

受動喫

煙防止

にむけ

た環境

づくり

８．生

活習慣

病予防

と重症

化予防

対策の

環境づ

くり

９．市

民・地

域・企

業関係

機関な

どとの

連携・

協働に

よる健

康づく

り

10．食

への意

識や関

心を高

め，理

解を深

める

11．健

康的な

食生活

の実践

12．食

を通じ

た地域

とのつ

ながり

調布市健康づくりプラン関連事業 基本施策

今後（令和６年度以降）の実施計画 備考 優先順位

乳
幼
児
期

25 健康推進課

今から始める健康づく

りシリーズ（幼児編・

学童編）／ヘルスアッ

プ教室

幼児編は，小学校へ向けての生活の準

備と親の健康教育を実施。

学童編は，毎年テーマを変えて健康教

育を実施。

ヘルスアップ教室は，生活習慣病を予

防する知識を培うために実施。

幼児編：市内保育園・幼稚

園の年長児とその保護者

学童編：市内学童クラブの

利用者

ヘルスアップ教室：乳幼児

健診や両親学級で保健セン

ターに来所した方，または

学童・保育園や幼稚園を利

用されている保護者の方

幼児編：通

年

学童編：夏

休み期間

ヘルスアッ

プ教室：通

年

〇 〇 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 〇

◆幼児編

コロナ流行状況に応じて教室型と書面開

催のハイブリッド型での実施を継続予

定。

◆学童編

直接学童クラブに出向いて「いのち」

「たばこ」「おくちの健康」のテーマを

ローテーションで実施する。

◆ヘルスアップ教室

生活習慣病に関する知識の普及・啓発動

画を作成し，市Youtube上で公開し，市

民へ啓発をする。

成
人
期

55 健康推進課
あなたの骨の

健康度チェック

骨密度測定をきっかけに，生活習慣・

食事・運動等を振り返る。
18～64歳の女性市民 年4回 〇 〇 〇 ◎ 〇

希望者が多いので，回数など含めて実施

方法について検討していく。

成
人
期

57 健康推進課 特例項目外健診
特定健診で実施しない検査項目を補完

的に実施する健診。

ア：40～74歳調布市国民

健康保険特定健診対象者

イ：40～74歳社会保険・

国保組合等加入者

ウ：50～59歳健康増進健

診対象者

ア：特定健

診の受診時

イ：10月～

12月（申込

制）

ウ：健康増

進健診受診

時

◎ 〇 〇 これまで通り，実施を継続する。

成
人
期

58 健康推進課
肝炎ウイルス

検診

B型及びC型肝炎ウイルスによる感染を

早期に発見するための検診。

過去に肝炎ウイルス検診を

受けたことがない40歳以

上の方

通年 〇 ◎ 〇 〇 これまで通り，実施を継続する。
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資料２【基本目標２】基本施策８

調布市民健康づくりプラン・調布市食育推進基本計画関連事業シート 

年
代

事業
No

担当課名 事業名 事業概要 対象者
開催

頻度

１．運

動やス

ポーツ

を通じ

た健康

づくり

２．休

養・こ

ころの

健康づ

くり

３．た

ばこ・

アル

コール

対策の

推進

４．歯

と口腔

の健康

づくり

の推進

５．主

体的な

健康管

理の実

践

６．総

合的な

がん対

策の推

進

７．望

まない

受動喫

煙防止

にむけ

た環境

づくり

８．生

活習慣

病予防

と重症

化予防

対策の

環境づ

くり

９．市

民・地

域・企

業関係

機関な

どとの

連携・

協働に

よる健

康づく

り

10．食

への意

識や関

心を高

め，理

解を深

める

11．健

康的な

食生活

の実践

12．食

を通じ

た地域

とのつ

ながり

調布市健康づくりプラン関連事業 基本施策

今後（令和６年度以降）の実施計画 備考 優先順位

成
人
期

59 健康推進課

がん検診（胃・大腸・

子宮頚・前立腺・肺・

乳）

各種がん検診を提供する。

【個別通知】

胃がん(バリウム)：35・

40・45・50・55・60歳以上

の方

胃がん(内視鏡)：60・62・

64・66・68

大腸がん：35・40・45・

50・55・60歳以上

子宮頸がん：35・40・45・

50・55・60・65歳の女性

【申込制】

胃がん(バリウム)：30～59

歳

胃がん(内視鏡)：50･52･54･

56･58歳

大腸がん：30～59歳

前立腺がん：50～70歳の男

性

子宮頸がん：前年度未受診で

20歳以上の女性

乳がん：前年度未受診で40歳

以上の女性

通年 〇 〇 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 〇

がん検診に関して，あり方検討会を設置

し，実施方法について検討していく。

成
人
期

60 健康推進課

歯周病検診

※Ｈ30年度歯周疾患検

診より名称変更

成人の歯を失う１番の原因である歯周

疾患の検査を行い，早期に治療へと結

びつける。

また，全身疾患との関係性を周知し，

予防のため，生活習慣等の改善を図

る。

個別通知：35・40・45・

50・60・70歳市民

申込制：20～59歳市民

個別通知：

通年（誕生

月ごと）

申込制：12

～3月中旬

〇 ◎ 〇 〇 〇 〇 〇

検診の申し込み等が簡単に出来るように

検討し，受診者を増やすよう，歯周病検

診の周知を行う。また

成
人
期
・
高
齢
期

62 健康推進課
健康づくり

始める会

平成18年６月に発足。運動や食生活の

テーマ毎の専門部会を中心に，健康づ

くりの「きっかけづくり」をめざした

活動を市民が主体となって企画・運営

している。

市民 通年 ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

これまで通り，活動支援を継続する。

20周年に向けて検討・準備を進めてい

く。また，20周年を節目とした始める会

のあり方等について，運営委員と協議し

ていく。
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資料２【基本目標２】基本施策８

調布市民健康づくりプラン・調布市食育推進基本計画関連事業シート 

年
代

事業
No

担当課名 事業名 事業概要 対象者
開催

頻度

１．運

動やス

ポーツ

を通じ

た健康

づくり

２．休

養・こ

ころの

健康づ

くり

３．た

ばこ・

アル

コール

対策の

推進

４．歯

と口腔

の健康

づくり

の推進

５．主

体的な

健康管

理の実

践

６．総

合的な

がん対

策の推

進

７．望

まない

受動喫

煙防止

にむけ

た環境

づくり

８．生

活習慣

病予防

と重症

化予防

対策の

環境づ

くり

９．市

民・地

域・企

業関係

機関な

どとの

連携・

協働に

よる健

康づく

り

10．食

への意

識や関

心を高

め，理

解を深

める

11．健

康的な

食生活

の実践

12．食

を通じ

た地域

とのつ

ながり

調布市健康づくりプラン関連事業 基本施策

今後（令和６年度以降）の実施計画 備考 優先順位

高
齢
期

81 高齢者支援室

介護予防講演会「今日

からはじめる認知症予

防」

保健師による介護予防の話や脳活性化

エクササイズを実施。
65歳以上 年１回 ◎ 〇

市民の求めているものに合致する講座で

あるため，次年度もハイブリッド方式で

会場とオンラインで実施予定。

高
齢
期

82 高齢者支援室
介護予防健診「おたっ

しゃ２１」

生活習慣に関する問診と簡単な体の測

定により，寝たきりや要介護状態にな

るおそれがあるかチェックする。

65歳以上 年２回 ◎ 〇 引き続き年2回実施予定。

平成30年度より事業名称を

「65歳からの健康づくり健

診」に変更

高
齢
期

84 高齢者支援室

介護予防普及啓発教室

「知って活かそう介護

予防」

運動を中心とし，栄養・口腔※・認知症

に関する介護予防の講話を行う教室。
65歳以上 年３回 ◎ 〇 引き続き年3回実施予定。

高
齢
期

85 高齢者支援室

介護予防フォローアッ

プ事業「ステップアッ

プ教室」

介護予防普及啓発教室の卒後者を対象

とした，継続的な介護予防に向けた教

室。

65歳以上 年３回 ◎ 〇 引き続き年3回実施予定。

す
べ
て
の
年
代
・
そ
の
他

103 障害福祉課

地域生活支援拠点の整

備

・ちょうふだぞう

・希望ヶ丘

・調布市こころの健康

支援センター

・ドルチェ

障害者地域生活・就労

支援センター「ちょう

ふだぞう」

障害者が地域で生活するときの各種相

談窓口。

主に知的障害者が地域で生活するとき

の各種相談窓口。

障害者

主に知的障害者
随時 ◎ 〇 〇 〇 〇 〇

今後も関係機関との連携を強め，相談支

援の質の向上を図りつつ，その人らしい

自立した生活に向けた支援を行う。

日常生活全般に関する相談

支援を行う事業であり，利

用者からの相談内容に健康

や食生活に関する内容が含

まれることを想定。

NO103～No106をまとめて

掲載

す
べ
て
の
年
代
・
そ

の
他

104 障害福祉課
地域生活支援センター

「希望ヶ丘」

主に精神障害者が地域で生活するとき

の各種相談窓口。
主に精神障害者 随時 ◎ 〇 〇 〇 〇 〇

今後も関係機関との連携を強め，相談支

援の質の向上を図りつつ，その人らしい

自立した生活に向けた支援を行う。

日常生活全般に関する相談

支援を行う事業であり，利

用者からの相談内容に健康

や食生活に関する内容が含

まれることを想定。
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資料２【基本目標２】基本施策８

調布市民健康づくりプラン・調布市食育推進基本計画関連事業シート 

年
代

事業
No

担当課名 事業名 事業概要 対象者
開催

頻度

１．運

動やス

ポーツ

を通じ

た健康

づくり

２．休

養・こ

ころの

健康づ

くり

３．た

ばこ・

アル

コール

対策の

推進

４．歯

と口腔

の健康

づくり

の推進

５．主

体的な

健康管

理の実

践

６．総

合的な

がん対

策の推

進

７．望

まない

受動喫

煙防止

にむけ

た環境

づくり

８．生

活習慣

病予防

と重症

化予防

対策の

環境づ

くり

９．市

民・地

域・企

業関係

機関な

どとの

連携・

協働に

よる健

康づく

り

10．食

への意

識や関

心を高

め，理

解を深

める

11．健

康的な

食生活

の実践

12．食

を通じ

た地域

とのつ

ながり

調布市健康づくりプラン関連事業 基本施策

今後（令和６年度以降）の実施計画 備考 優先順位

す
べ
て
の
年
代
・

そ
の
他

105 障害福祉課
調布市こころの

健康支援センター

主に精神障害者，発達障害のある方が

地域で生活するときの各種相談窓口。
主に精神・発達障害者 随時 ◎ 〇 〇 〇 〇 〇

今後も関係機関との連携を強め，相談支

援の質の向上を図りつつ，その人らしい

自立した生活に向けた支援を行う。精神

保健福祉に関する講演会等を実施し，市

民全体へのこころの健康の普及啓発を図

る。

日常生活全般に関する相談

支援を行う事業であり，利

用者からの相談内容に健康

や食生活に関する内容が含

まれることを想定。

す
べ
て
の
年
代
・
そ
の

他 106 障害福祉課

障害者地域活動支援セ

ンター

「ドルチェ」

主に身体障害者や高次脳機能障害のあ

る方が地域で生活するときの各種相談

窓口。

主に身体・高次脳機能障害

者
随時 ◎ 〇 〇 〇 〇 〇

今後も関係機関との連携を強め，相談支

援の質の向上を図りつつ，その人らしい

自立した生活に向けた支援を行う。

日常生活全般に関する相談

支援を行う事業であり，利

用者からの相談内容に健康

や食生活に関する内容が含

まれることを想定。

す
べ
て
の
年

代
・
そ
の
他

110 健康推進課
地域健康教育

（出前講座）

市民団体や関係機関等の要請にもとづ

いて地域に出向いて実施。
市民 随時受付 〇 〇 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 事業の継続

す
べ
て
の
年
代
・

そ
の
他

111 健康推進課 地域健康相談
地域団体からの依頼により，保健師が

出張して定期的に健康相談を実施。
市民 随時受付 〇 〇 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 要望がある団体に対応する。

す
べ
て
の
年

代
・
そ
の
他

112 健康推進課
保健師相談

（訪問・電話・面接）

市民の健康のために，保健師が行う個

別の相談事業。
市民 随時受付 〇 ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 事業の継続

す
べ
て
の

年
代
・
そ

の
他

113 健康推進課
食事なんでも

相談室（栄養相談）
食事に関係する個別相談事業。 市民 年１８回 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ◎ 〇 〇 年１８回実施、定員は毎回６人の予定。
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資料２【基本目標２】基本施策８

調布市民健康づくりプラン・調布市食育推進基本計画関連事業シート 

年
代

事業
No

担当課名 事業名 事業概要 対象者
開催

頻度

１．運

動やス

ポーツ

を通じ

た健康

づくり

２．休

養・こ

ころの

健康づ

くり

３．た

ばこ・

アル

コール

対策の

推進

４．歯

と口腔

の健康

づくり

の推進

５．主

体的な

健康管

理の実

践

６．総

合的な

がん対

策の推

進

７．望

まない

受動喫

煙防止

にむけ

た環境

づくり

８．生

活習慣

病予防

と重症

化予防

対策の

環境づ

くり

９．市

民・地

域・企

業関係

機関な

どとの

連携・

協働に

よる健

康づく

り

10．食

への意

識や関

心を高

め，理

解を深

める

11．健

康的な

食生活

の実践

12．食

を通じ

た地域

とのつ

ながり

調布市健康づくりプラン関連事業 基本施策

今後（令和６年度以降）の実施計画 備考 優先順位

成
人
期

121 健康推進課
ようこそ調布っ子サ

ポート事業

妊娠期から出産・子育て期にかけて、

身近な相談に応じる伴走型相談支援と

経済的支援を一体として実施。対象者

へ,育児用品や子育て支援サービス等が

専用サイトで利用できるギフトカード

を支給。

全ての妊婦及び0歳から2

歳の乳幼児を養育する子育

て世帯

・妊婦面

接・妊娠

8ヵ月アン

ケート

・赤ちゃん

訪

〇 〇 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 事業の継続

す
べ
て

の
年

代
・
そ

の
他

145 健康推進課
調布市受動喫煙防止条

例の周知啓発

令和元年7月1日に施行した調布市受動

喫煙防止条例をより広く知ってもらう

ための活動を実施。

市民 通年 〇 〇 〇 ◎ 〇 事業の継続

成
人
期

147 健康推進課 禁煙相談 医師による禁煙相談を実施。 禁煙希望者またはその家族 年２回程度 ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 事業の継続

乳
幼
児
期

148 健康推進課 子どもの予防接種

予防接種法に基づき，ロタウィルス，

ヒブ，小児用肺炎球菌，B型肝炎，四種

混合，BCG，麻しん風しん，水痘，日

本脳炎，二種混合，ヒトパピローマウ

イルスの11種類，法定外予防接種とし

て，麻しん風しん，おたふくかぜの2種

類がある。該当年齢の間に医療機関で

ワクチン接種を受ける。

種類により異なるが，生後

2か月～16歳
通年 　 ◎ 〇 〇

事業の継続 HPVワクチンは女性のみ対

象

高
齢
期

149 健康推進課 大人の予防接種

予防接種法に基づき，インフルエン

ザ，高齢者用肺炎球菌の2種類がある。

該当年齢の間に医療機関でワクチン接

種を受ける。

インフルエンザ:65歳以

上，条件により60歳～64

歳も接種可能

高齢者用肺炎球菌:65歳以

上の5歳刻みの年齢，条件

により60歳～64歳も接種

可能

インフル：

10月～2月

高齢者用肺

炎球菌：通

年

　 ◎ 〇

事業の継続

令和5年7月から，帯状疱疹ワクチン接種

費用の助成を50歳以上の方を対象に開始

予定。助成回数は生涯に一度。

高
齢
期

150 保険年金課 後期高齢者健診

生活習慣病等の早期発見・早期治療と

重症化予防等を目的に実施する健康診

断。

東京都後期高齢者医療制度

被保険者

５月～翌年

２月（誕生

月別に４か

月の受診期

間を設定）

〇 ◎

広域連合からの受託継続 広域連合からの受託事業。
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資料２【基本目標２】基本施策８

調布市民健康づくりプラン・調布市食育推進基本計画関連事業シート 

年
代

事業
No

担当課名 事業名 事業概要 対象者
開催

頻度

１．運

動やス

ポーツ

を通じ

た健康

づくり

２．休

養・こ

ころの

健康づ

くり

３．た

ばこ・

アル

コール

対策の

推進

４．歯

と口腔

の健康

づくり

の推進

５．主

体的な

健康管

理の実

践

６．総

合的な

がん対

策の推

進

７．望

まない

受動喫

煙防止

にむけ

た環境

づくり

８．生

活習慣

病予防

と重症

化予防

対策の

環境づ

くり

９．市

民・地

域・企

業関係

機関な

どとの

連携・

協働に

よる健

康づく

り

10．食

への意

識や関

心を高

め，理

解を深

める

11．健

康的な

食生活

の実践

12．食

を通じ

た地域

とのつ

ながり

調布市健康づくりプラン関連事業 基本施策

今後（令和６年度以降）の実施計画 備考 優先順位

高
齢
期

151

保険年金課

健康推進課 後期高齢者歯科健診

申込み制検診の１つとして申込者に対

し，口腔内検査の他，咀嚼能力，嚥下

機能を検査する。「摂食・嚥下ガイド

BOOK」を作成。

保険年金課：76~80歳の

東京都後期高齢者医療制度

被保険者

健康推進課：上記被保険者

以外の76～80歳の市民

8月～9月：

公募

12~3月中

旬：受診

◎ 〇 〇 〇

２課で連携して実施計画を検討する 広域連合からの補助金交付

あり。

高
齢
期

152

保険年金課

高齢者支援室

健康推進課

高齢者保健事業・介護

予防一体的実施事業

個別的な健康状態の把握や受療勧奨，

通いの場へのフレイル予防普及啓発・

健康相談等

個別的支援：75歳以上の

東京都後期高齢者医療制度

被保険者

通いの場：上記対象者を含

むグループの参加者

通年 〇 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 〇

広域連合からの受託継続

保険年金課，高齢者支援室，健康推進

課，との連絡会において，高齢者の健康

課題から適切な実施事業を検討する。

広域連合からの受託事業。

高
齢
期

155 健康推進課 結核検診 結核を早期に発見するための検診 60歳以上

５月～翌年

２月（誕生

月別に４か

月の受診期

間を設定）

〇 ◎

事業の継続

成
人
期

157 健康推進課 妊婦歯科健診
妊婦の歯科疾患の予防，早期治療への

動機づけを目的とした歯科健診

妊娠届け出済みで，妊婦歯

科健診受診日に調布市に住

民票がある妊婦

通年 ◎ 〇 〇

事業の継続

す
べ
て
の
年
代
・
そ
の

他 159 健康推進課 がん関する啓発活動

がんの病気や予防に関する普及及びが

ん検診受診率向上を目的とした，動画

の作成や配信及びリーフレットの配付

等の啓発活動

市民

ホームペー

ジは通年。

3月子宮頸

がんと乳が

ん，子宮頸

がん8月，

乳がん10月

◎ 〇 〇

事業の継続

成
人
期

176 健康推進課
もうすぐママパパ教室

妊娠前後の健康や子育てに関する健康

教育・体験学習を行う。また，出産に

向けての心と体の準備や出産後の赤

ちゃんとのふれあい方，市の子育て

サービス等についても学ぶ。

妊婦及びパートナー

２回コー

ス・１回

コース

各月１回

〇 〇 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 継続
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